
１．地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 414,133 千円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 3,091,097 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

 社会福祉 1,690 1,690 0 

123,328 63,166 60,162 30,000 

114 57 57 0 

373 187 186 0 

20 20 0 

0 0 0 

0 0 0 

1,811 130 1,681 0 

778,262 583,689 194,573 97,000 

15,851 11,888 3,963 0 

11,251 7,603 3,648 0 

650 650 0 

108,205 81,153 27,052 0 

5,911 2,499 3,412 0 

37,405 26,858 10,547 0 

216,510 160,109 6,100 50,301 0 

101,662 37,923 63,739 41,000 

0 0 0 0 

510 445 65 0 

15,885 10,045 222 5,618 0 

4,769 1,248 3,521 0 

633 475 158 0 

369,290 321,179 48,111 0 

1,335 667 668 0 

1,108 737 371 0 

12,638 6,319 6,319 0 

775 581 194 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

75,037 24,914 50,123 0 

406 203 203 0 

10 10 0 

1,794 1,760 34 0 

104,680 17,385 87,295 0 

1,991,913 1,341,945 0 25,597 624,371 168,000 

財源内訳

特定財源

一般財源
国県支出金 地方債 その他

 うち
 社会保障財源化分
 の交付金

 緊急一時預かり事業

事業名 歳出決算

 住宅災害見舞金支給

 重度障害者（児）医療費助成

 重症心身障害者福祉手当支給

 重度身体障害者住宅改造助成

 子ども医療費助成

 自動車運転免許取得助成事業

 自動車改造費助成事業

 福祉タクシー利用助成

 障害者自立支援給付（介護・訓練等）

 特別障害者等福祉手当支給

 障害者自立支援（地域生活支援）

 人工透析通院費助成

 障害児支援事業

 生活困窮者自立支援事業

 重層的支援体制整備事業

 生活保護費

 母子家庭等自立支援（入所措置）

 子育て支援短期利用事業

 在宅育児応援手当支給

 病児・病後児保育事業

 すみずみ子育てサポート事業

 未熟児養育医療給付

 児童手当支給

 高校生等通学費助成

 ひとり親家庭習い事支援事業

 母子父子医療費助成

 母子家庭等自立支援給付（教育訓練）

 母子家庭等日常生活支援事業

 児童扶養手当支給

 在宅老人福祉事業（住まい環境整備）

 在宅老人福祉事業（除雪支援）

 食の自立支援事業（配食サービス）

 養護老人施設措置費

 小　　計



財源内訳

特定財源

一般財源
国県支出金 地方債 その他

 うち
 社会保障財源化分
 の交付金

事業名 歳出決算

 社会保険 118,065 88,549 29,516 0 

694 520 174 0 

50 37 13 0 

4,882 4,882 0 

423,218 423,218 100,000 

334,094 334,094 100,000 

80,808 60,606 20,202 0 

961,811 149,712 0 0 812,099 200,000 

 保健衛生 57,881 57,881 29,133 

31,690 70 15,662 15,958 0 

1,806 1,806 0 

404 404 0 

339 226 113 0 

1,422 1,422 0 

14,521 242 14,279 7,000 

22,122 929 944 20,249 10,000 

7,188 7,188 0 0 

137,373 1,467 0 23,794 112,112 46,133 

3,091,097 1,493,124 0 49,391 1,548,582 414,133 

※1 令和6年度における地方消費税交付金の決算額は、747,995千円となっています。

    このうち、社会保障財源分として交付された 414,133千円を「社会保障施策に要する経費」に充てています。

※2 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費は、令和6年度一般会計決算に基づき集計しています。

    ただし、事務費や人件費等は除いています。

 後期高齢者医療広域連合負担金
 （療養給付費分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （保険基盤安定分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （未就学児均等割保険税分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （産前産後保険税分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （財政安定化支援分）

 坂井地区広域連合負担金
 （介護保険特別会計分）

 小　　計

 後期高齢者医療特別会計繰出金
 （保険基盤安定分）

 小　　計

 予防接種事業（子ども）

 予防接種事業（おとな）

 休日在宅当番医制運営事業

 病院群輪番制病院運営事業

 小児救急医療支援事業

 二次救急医療支援事業

 妊婦・乳児健康診査事業

 健康診査事業（基本、がん検査等）

 後期高齢者健康診査事業（基本検査等）

 合　　計


